


土砂 法の の公 に いて
土砂 法に する は、広島県 ーム ージ「広島県 」 にある「土砂 ー

しま」の「土砂 ・ 」にて く さい（ に いて、 に
を 、または不 の とを る行為は、宅地建物取引業法 に する場合がありますの

で、 く さい）。 しくは の を く さい。

土 画法に く の 等に いて
土 画法に く に し、 宅 より が いましたのでお ら いたします。
しくは の を く さい。

（ 宅 トッ お ら 土交通 土 画法に く の 等に いて）

同住宅供 業者において が まれる 理の
の策 に いて

年 月 に した、 同住宅に る 、 が法 様に適合しない 様とな ている
等の を受けて、 土交通 では、 同住宅供 業者の 業務 理に する業務

を として、 同住宅供 業者において が まれる 理の を今 し、
宅 より がありましたのでお ら いたします。

（ 宅 トッ お ら 土交通 同住宅供 業者において が まれる 理の
の策 に いて）

令和元年 による に う宅地建物取引業法、マン
ションの 理の適 に する法律、住宅 業法 住
宅 理業者 の 例 に いて

の に きまして、令和元年 による に う に いて、 宅 から がありまし
たのでお ら いたします。 しくは の を く さい。

（ 宅 トッ お ら 土交通 令和元年 による の に う に いて）

広島県からのお ら

（広島県トッ ージ 組 でさがす 土木建 砂 ・土砂法
土砂 ー しま 土砂 等）

 

宅 ・ 宅 からのお ら

のとおり法 会を開催します。法 会は宅地建物取引士 有 の 月 から受 ができ
ます。 会 者には「受 の 」を しております。 、法 の として、他
も していますので、受 を し まれる は 、広島県宅建協会を して間 いないようお く
さい。なお、 協会の受 メ ットとして、 会の受 日に宅地建物取引士 を交 する（ 日交 ）があ
ります。

日 受 間 会 場
（ ） 月 広島県不動産会館（広島会場）

（ ） 月 合 場み （ 会場）

（ ） 月 広島県不動産会館（広島会場）

会 に なもの
交 受 料（ ）

（ ） （お りの ないように）
交 料（ ） ラー （ ）

住 月間 者に されました
年 月 雨の 、 者に する住宅 の

一 として、県との 協 等に き、 法の
住宅の供 に る 間 住宅の空 情報の 供、
・入 者・ との ・ 業務等の支 協

を行い、住宅の流 ・ 等を受けた 者の ・ な
住まいの に きく されたという とで、 土交通
から、 協会が されましたので、お ら いたします。

部・支部 務 年 年 のお ら に いて
部 務 （ 務 、 流通 ン ー、 ン ー、無料相談 ）
支部 務 は、 月 日 月 日まで年 年 とさ ていた きます。

（ は 月 日（月）からとなります。）
務 等に 頂きますよう、お い し ます。

（公社）広島県宅建協会からのお ら

（公社）広島県宅地建物取引業協会 ：
お い合わ  
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員
支部 日 時：令和元年 月 日（ ）・ 日（土）

会 場：（一社） 県宅地建物取引業協会
参 加 者： 名

年 月の西日 雨 の を ま 、 地 に
おける（一社） 県宅建協会の行政と した 間 住宅
の 供に いて、 県宅建協会から 時の を い、
交 を行いました。

時の 県、 との 、 約 等
の 務 に いて ていた き 有 な となりま
した。

西日 雨 時の を するにあたり、 の 例を
参 にし、行政 も に 言できるようにまと ていきたいと います。
（執筆者： 支部 務 務委員会 委員長 場 ）

会員 行
支部 日： 令和元年 月 日 木

行 き ： 三 もののけ ージアム 田元 ・ 館
三 ワイナ ー

参 加 者： 名

雨 報の中、今か今かとバスを待ち、交通 で れての
ス ート になりましたが、 から い三 という もあり、
イライラも 、 は んで行きました。

月に開館したての「三 もののけ ージアム」では日
中のもののけ が多彩に展示され、 ームラ 地で

は に た の が動く に、皆さん 満 。 いは
なのに、 の くもののけ 。 んな に れを 、 なる「 田元 ・ 館」 。 では
「元 の 」にし し され、色彩 かな 人 には とし、日 画とうい と人 という の
に 動。 なる「三 ワイナ ー」では、黒 和 とワインの に し、 もお も満たされました。

の 動を て（ ） のパワーを頂きながらの「 」を 。 の 中では （ ） をか
けてのジ ン ン 会に り がり、 、 の 番もなく楽しい 行となりました。

コメント

コメント

（執筆者： 支部広報 委員会委員 砂田 子）
 

法（ 法） に した 宅 策 約 の公開に いて
令和 年 月の 法（ 法） 行にあたり、 宅 弁護士 のもと、 法に した 約 等の

策 に向け を ておりましたが、 約 の が いたしました。
れに して、 年 月 日（ ）に 会 イト にて 約 を公開する とといたしましたの

で、 いたします。
なお、今 行して公開する 約 は の 約 であり、 会で策 している 約 の一部で いますが
の他の 約 等に いては、適 、 して参りますので、 く さいますようお い し ます。
約 の公開にあたり、 法 に る イド ックも されました。 の イド ックでは、 法

に した 宅 の 約 と 約 を するとともに、 の イントに いて して
おり、 年 月 日より 会 イトに されておりますのでお ら いたします。
なお、 法 の 行日は令和 年 月 日であり、 を ちに しなけれ ならないものではあり

ま んが、今 の に い、 約 の が きく される とから、 約 の に いて して
いた きますようお い します。

公開
約 約

一 土地 建物公 住宅 約 （ ）
宅建業者 土地 建物公 ース原 約

法 に る イド ックに いても、 ちらから参 できます。

物の に いて
宅 では、不動産取引の のた 、不動産取引に する の など、会員業務を支 するた の

ー も しています（一部会員 ）。

わかり すい わかり すい
約 の き の き

（税 ・ 料 ） （税 ・ 料 ）

あなたの不動産税 は 不動産 （ 年 ）
（令和元年 ）

（税 ・ 料 ）
（税 ・ 料 ）

他の ー も いますので、他の ー 法等の に いては、 の を く さい。

（ 宅 トッ お ち情報 物の ）

 （ 宅 トッ 会員の の ン ード 法 、 法 に る 約
 イント イド ック）
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の土地を広 する場合の
に所 する土地を広 する場合の を てく さい。

とは、 画法 において「 は、 を す き
とする。」と され、原 、 の では宅地の 建物の建 が されています。したが

て、 のような物 を広 する場合には、 示 約 行 において「 画法 に
する に所 する土地（同法 に する開 を受けているもの 画
法 行令（ 和 年政令 ） はハに するものを く。）に いて
は、「 。宅地の 建物の建 はできま ん。」と イント の で 示する
と。た し、 ・ 広 における の きさに いては、 の りでない」と しています

ので、 の 言を 示していないと 示 約 となります（ イントは、 の長さが約
メート ）。
なお、 の土地であ ても、 には、 が 住するた の建 物を建 する

で行う開 行為であ て、 の 例等に く開 等の を満たす場合には、例 に建
物の建 が となる場合があります。例 、 は に する の に
年 住する を有する者が、 住 住宅を建 する等の開 の を満たす場合 、
に 年 住した とがある者が、 住 住宅を建 する場合などです。
のような土地を広 する場合に「 。 年 例適 物 」、「 適合」等と 示

する例が 受けられますが、 れ けの 示では、 の がなく建物の建 ができるかのように
てしまう とを ち している とにはなりま んから、不 示として取り われます。
したが て、 の場合には、 である 原 として建物の建 ができない を 示

した で、例 に建物を建 する とができる があれ 、 れを に、わかり く 示する
があります。

不動産広

「不動産広 の相談 例」 より引

東・中・西三支部合同不動産フェア
東・中・西支部 日 時：令和元年 月 日（土） 日（日）

場 所：住宅展示場「住宅宣言 吉島」

コメント
令和元年 月 日 土 日 日 の二日間、広島テレビ

住宅展示場「住宅宣言吉島」において（公社）広島県宅地
建物取引業協会東・中・西支部合同不動産フェアを開催し
ました。両日ともに秋晴れの中、約 組 名のお
客様に来場して頂きました。

田中、加藤弁護士と藤原、黒木税理士による無料法律・
税務相談コーナーでは相談者が適切なアドバイスを受けて
おられました。

子供向けイベントコーナーではアンパンマンショーの他
にフワフワドーム、日替わりで縁日コーナー、砂原名人のけ
ん玉コーナーなど多彩な催し物を行いました。どのコーナーにも順番待ちの行列ができるほどの人気でした。

来年はさらに楽しく為になるイベントを企画したいとおもいます。
（執筆者：中支部情報政策委員会 委員長 有田 満）

不動産フェア
尾三支部 日 時：令和元年 月 日（土）

場 所：しまなみ交流館広場
参 加 者： 名

今年は曇り空から雨となりましたが、例年通り尾道お菓子
祭り広場の中央で、不動産フェアを開催しました。

花の苗、パンジービオラ、ストック等々色彩りもよく、皆
さんどれにしようか迷いながら選んで、ハトマーク入りの袋に
入れ、喜んで頂きました。

ありがとうと笑顔の楽しい一日でした。
（執筆者：尾三支部 髙田不動産 髙田 毬子）

コメント
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コメント
令和元年 月 日 土 日 日 の二日間、広島テレビ

住宅展示場「住宅宣言吉島」において（公社）広島県宅地
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コメント
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地・ の判例
広告料名目の

 

 

賃貸建物の貸主が、借主 媒介業者に対し、
貸主 媒介業者に支払った広告料を、 、
貸主 媒介業者から広告料名目で受け取った
ことは、不当利得または不法行為にあたると
して、不当利得 請求 に基づき、
に不法行為に基づき支払った広告料と 額の
損害賠償を求めた事案において、宅建業者が
受け取ることのできる「広告料金に相当する
額」とは関係なく、むしろ借主を紹介し成約
したことの対価であるな として、賃貸人の
不法行為に基づく損害賠償請求を認容した事

地 成 月 決
ト ー・ジ ン

事 の 要
不動産の賃貸及び 理を業とする 原告

貸主 は、媒介業者Ａに して、 の
する賃貸建物の入居者募集を行っていた

が、 を経過しても借主が決まらなかった。
そこでＡは、 と相 して、 フリーレン
ト フリーレント期間２か月 の条件を付け
て、 を作成し、 度募集を強化すると
ともに、借主 の不動産業者に けた条件と
して、契約 に借主が貸主に 金 か月を支
払った場合、広告料という名目で 金 か月
の金員を支払うという で、「 金 か月
付けた場合Ａ 広告費 ー ント」
とした。

を見た媒介業者Ｙ 告 借主 媒
介業者 は、Ａの作成した からフリー
レント期間２か月を した を作成
し、借主Ｂに紹介して入居申込書を取得した。
ＹはＡとの契約交 において、「借主はフリ

ーレントを付けなくてもよいから、フリーレ
ント２か月分と から付いていた広告料 か
月分の合 ３か月分の賃料を広告料名目で支
払って しい」と申入れ、支払 法は、 が
Ａに広告料として賃料３か月分を支払い、そ
の 、ＡからＹに支払うことの条件を示した。

は、Ｙからの条件を拒めば成約に至らな
いと考えこれを した。 は、 成
月 、ＡとＹの立 いのもと、Ｂとの間で
賃貸借契約を し、Ａに対し、賃料 か月
に相当する 万円余の報酬とともに、広告料
として 万円余を支払った。 月 、Ａ
はＹに対し、広告料名目で 万円余を支払
い、Ｙはこれを受領のうえ、広告料名目での
額の領収書をＡに 行した。
は、Ｙに対し、Ａに広告を 頼した事実

もＹに対し の広告を 頼した事実もない
として、Ｙに対する報酬は、宅建業法違 の
報酬契約に基づいて支払われているから、Ｙ
の利得には、法律上の原因がないな として、

損害賠償 を求めた。これに対し、Ｙ
は、Ａから受領した金員の対価である広告業
を行っており、利得はない。 はＡに広告

を 頼し、賃貸借契約に至っているのだから、
ら損 はないな として争った。

判 の要
は のように 示して、 の請求を

認容した。
事実を 合すれば、 は、 期間本件不動

産の借主が決まっていないことを った上
で、当初から、 に、宅建業法の報酬規制に
抵触しないようＡを介して賃料３か月分の金

銭を支払わせる意図で、借主Ｂにフリーレン
トなしで本件不動産を紹介し、Ｂが本件不動
産の賃借を申し込むと、賃料３か月分の支払
いが本件不動産の成約の条件であるように従
業員をしてＡに話して原告に対しこれを伝え
させ、 が拒めば成約に至らないと考えて受
け入れると、Ａとの間で覚書を作成し、Ｂに
本来フリーレントがあったことを伝えないま
ま本件賃貸借契約を成約させ、当初意図した
とおり、 からＡ、Ａから に対し、賃料３
か月分を支払わせたものと認められるから、
のＡに対する申入れは、 に対し本来支払

う必要のない金員を請求し、負担させるもの
といえ、違法行為にあたる。
そして、 には賃料３か月分の 万円余

という損害が生じており、かかる損害と の
違法行為との間には因果関係が認められる。
Ｙには、 に賃料３か月分を負担させる意図
があった以上、故意も認められる。
本件では、宅地建物取引業者が宅地又は建

物の売買等に関して受けることができる報酬
の額第７①ただし書の「広告の料金に相当す
る額」とは関係がなく、むしろ、借主を紹介
し成約させたことの対価であると認められ
る。
また、覚書や領収書は、上記のとおり、

が から直接金銭を受け取ると、宅建業法上
の報酬規制に抵触するおそれがあることか
ら、金銭の流れの面でも、法律行為の主体の
面でも、 と との間にＡを介在させようと
して、 からＡ、Ａから へというお金の流
れを取ることを持ちかけ、 及びＡがこれを
受け入れたために、その流れに沿って作成さ

れたものと認められるから、 の主張する、
とＡとの間の広告料支払合意を裏付けるも

のとはいえない。
その余の争点につき検討するまでもなく、
の に対する不法行為に基づく損害賠償請

求は理由があるので認容する。

まとめ
建物賃貸借市場は借手市場といわれて久し

く、賃貸建物は供給過剰の状態にあり、交通・
生活利便性等の立地環境が劣るもの、老朽化
が進んだ建物等は空室率が高く、賃貸経営に
苦戦しているオーナーは少なくない。加えて、
相続税対策としての賃貸住宅の建設が続いて
おり、競争はますます厳しさを増している。
そのような市場の中で、個人オーナーの場

合、入居者の募集は宅建業者に頼らざるを得
ないのが現状であるが、客付けの難易度が高
い物件は、媒介業者から見ると魅力がなく敬
遠されるのが現実である。ところが、逆に本
事案の媒介業者のように客付け難易度が高く、
入居者を早期に決めたいという貸主事情から、
広告費名目の金銭やバックマージンが支払わ
れる物件を狙う業者が存在し、貸主が不要の
支出を強いられている。
このような不法行為が多いのは、媒介報酬

が少なすぎるのが大きな原因であり、報酬告
示を改正すべきとの議論がある。しかし、現
状のまま、仮に報酬限度額を２倍にしても、
これらの不法行為は減少しないと思われる。
まずは、不法行為の撲滅に真剣に取り組むこ
とが必要ではないか。

本来支払う必要のない広告料名目の金員を請求、負担させる
ことは違法行為にあたるなどとして、貸主の借主側媒介業者
に対する不法行為に基づく損害賠償請求を認容した事例

（東京地判 平成 年 月 日 ウエストロー・ジャパン）
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公益社団法人

全国宅地建物取引業保証協会

Web研修動画
配信スタート！

全宅保証では、宅地建物取引に関する従業員等の専門的知識の向上や紛争の未然防止のため、
Web研修動画を配信しています。※視聴にはハトサポのログインID・パスワードが必要です。

全宅保証HPから観る ハトサポから観る
本会会員の
利用料は

無料
法令改正
講義動画

●おとり広告の禁止について
●外国人との不動産取引について
●平成30年度 宅建業法の改正
　～重説・契約書の変更、400万円以下の物件の手数料について～
●既存住宅取引における宅建業者の業務のポイント（その１）
●既存住宅取引における宅建業者の業務のポイント（その２）

トピックス
シンポジウム等

シンポジウム「不動産トラブルを裁判所の民事調停で解決しよう！」

判例解説
講義動画

●賃借人の貸室内での死亡について善管注意義務違反の有無

●デート商法による投資用不動産の販売

●所有者になりすました第三者が売買契約を締結した場合の
　所有者の責任

●住宅ローン特約に関する助言を怠った仲介業者の責任

●がけ条例に関する説明義務違反、多額の損害賠償責任を負う！

●不利益事実の不告知を理由とする売買契約の取消し

●不動産業者による立ち退き交渉と弁護士法違反

●過去の集中豪雨被害について、説明すべき義務はあるか？

●瑕疵・重要事項説明の問題点

●高齢者と不動産売買の注意点

●定期建物賃貸借契約における特約に基づく賃貸人からの
　中途解約の問題点

●売買と瑕疵の問題点

●売買仲介における周辺環境の説明義務

●事業目的を媒介とする建物賃貸借契約を媒介する場合の注意点

実務セミナー

●既存住宅取引に係る宅建業法改正点の再確認と流通促進制度
●裁判例から学ぶ心理的瑕疵・環境的瑕疵についての傾向と
　取引上の留意点
●既存住宅取引についての宅建業法改正の要点と
　実務上の留意点
●既存住宅売買の物件調査を巡るトラブル事例と
　未然防止のポイント

https://www.hosyo.or.jp/jigyo/kenshu.php https://www.zentaku.or.jp/member/

パソコンでも、スマートフォンでも視聴可能！

常時、約20以上の
研修動画を配信中
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年 月 からの消 に い、スマイミー利用料につきまして 消 とさ て

いただきますので、ご くださいますようお い申し上 ます。

会 情報に が た場合は、 されている宅建 会 の が となります。

イン ー ト上の会 情報は、 により、 動 にスマイミーで される のと、スマイミ

ー 会員様ご で していただく 目に分かれます。詳しくは下記 ー の

「会員サポート ー 」 の 「スマイミー」 「会 情報の について」をご いただくか、

宅建 会 までお 合 ください。

「会員サポート ー 」は 下の です。

 

年 月より実施しております、「スマイミーポイント制度」でございますが、保有ポイント分（

年 月～ 年 月累積分）を 年 月請求分のご利用料金より利用料の割引という形で精算致しま

す。ポイント制度に関する詳細につきましては下記のリンクをご参照ください。

スマイミー 会員の場合、スマイミーから火災保険の紹介、住宅ローン、建物検査の見積依頼ができ

るようになりました。これにより会員様側での煩雑な事務処理を解消することができます。スマイミーの

各物件の操作画面にあります下記の「連動提携サービス」からお申込みいただけます。

※上記サービスは「物件種目」が「売買物件」かつ「居住用」の登録物件が対象となります。

※火災保険の紹介制度ご利用に際しましては、事前に取次店の申請を行っている会員様に限ります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備後版【住まいの情報】

備後版【住まいの情報】
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全宅住宅ローン(株)ではフラット 35 の見積依頼を不動産情報システム「スマイミー」と連動し受付を行っており

ます。お見積り依頼からご成約となった場合には、紹介手数料（４万円）を紹介者様へお支払いする制度もござ

います。詳しくは全宅住宅ローン株式会社 中国支店（TEL：082-545-2721）までお問い合わせください。 

●見積依頼手続き（対象物件詳細から「連動提携サービス」をクリック）

①登録フォームへ必要事項を入力し送信

②送信後、ご入力いただいたお客様の携帯電話へショートメッセージを発信いたします。

全宅住宅ローン（フラット 35）見積依頼について 

登録物件の情報（築年数や面積等）が自動反映されます

ので、必須項目をご入力ください。 

見積依頼完了後、ご指定いただいた日時にお客様へ直接

全宅住宅ローンの担当者からご連絡をさせて頂きます。

お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。
お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。

マンション無料インターネットサービスを導入しませんか？ メガ・エッグ  光ネット [ マンション ]

・高額な投資をせず空室対策をしたい。
・家賃をこれ以上下げたくない。

管理会社さま・オーナーさまのそのお悩み！
メガ・エッグが解決します！

人気設備ランキング４年間１位のサービスが導入できます。( 引用：全国賃貸住宅新聞 )
会員さまには、ご紹介物件の開通により紹介手数料をお支払い致します。

全戸分の利用料金を一括でオーナーさまにご負担いただくことで、
入居者さまは無料で光インターネットをご利用できます。

全戸一括光インターネットとは？

※1  技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。

メガ ・ エッグ  光ネット[マンション]のメリット

入居者に人気の
設備ランキング

2018

全国賃貸住宅新聞　第 1339 号より引用

2位
3位

1位

入居率アップ

最大速度1ギガ (1Gbps※1) の光回線を使用しています。
全戸光インターネットのサービスです。

メリット1

初期標準
工事費無料
追加工事がある場合は、
別途ご相談させて
いただきます。

メリット2

安価な
料金設定

メリット3

「ネット無料」で
ＰＲ

メリット4

ポイント1

ポイント2
インターネット無料
宅配ボックス
エントランスのオートロック
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ご意見・ご要望があれば
本部までお願いします！
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